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【参考資料１】用 語 解 説

【社会保障審議会】p1
2001(H13)年、中央省庁の再編に伴って新たに発足した厚生労働省の審議会。社会保障制度

横断的な基本事項や社会保障制度のあり方など、基本的な政策を審議する。「統計」「医療」「福
祉文化」「介護給付費」「医療保険保険料率」「年金資金運用」の６つの分科会が置かれている。

【合計特殊出生率】ｐ3
15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計した値で、１人の女子が一生の間に生む仮

の平均子ども数に相当する。

【強度行動障害】ｐ3
知的障害児(者)であって、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示

すため、適切な指導・訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難がある。

【高機能自閉症】p3
知的障害を伴わない自閉症のことで、対人関係やコミュニケーション障害、こだわり行動が認

められる。

【ＡＤＨＤ(注意欠陥・多動性障害)】p3
Attention Deficit Hyperactivity Disorderの略で、落ち着きがない、注意力がない、集中する

ことが苦手、衝動的な行動があるなど、注意力散漫・衝動性・多動性の症状がある。

【ＬＤ(学習障害)】p3
Learning Disabilitiesの略で、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計

算する、推論するなどの特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す、様々な障害の総称。

【高次脳機能障害】p3
交通事故などの事故・脳卒中などの脳血管疾患や病気による脳の損傷で、脳機能のなかでも

高次な機能である、言語･思考･記憶･行為･学習･注意などの機能の障害である。身体機能や精
神等に障害が無く、身体障害、知的障害のいずれにも分類されない。

【中山間地域】p3
島根県中山間地域活性化基本条例に基づき「産業の振興、就労機会の確保、保健・医療・福

祉サービスの確保その他の社会生活における条件が不利で振興が必要な地域」として県が指
（松江市、安来市、東出雲町、八束町） （全域指定:43、一部指定:1定した地域。４市町 を除く５５市町村

が指定 され、中山間地域活性化計画により地域活性化の施策が推進されてい2） (H14.4.1現在)

る。

【ＮＰＯ】p4
NPOとは、英語のNon-Profit Organization の頭文字をとった略。直訳すると「非営利組織」、

「非営利団体」となり、営利を目的とせず、社会の様々な課題に対する社会的使命の実現を目指
し、不特定多数のものの利益の増進のために活動する組織、団体をいい、組織化されたボラン
ティア団体や市民活動団体をＮＰＯという。ＮＰＯの中で法人格を取得したものがＮＰＯ法人。

「非営利」というと対価を取らずに無償で行う活動といったイメージがあるが、そうではなく、
「利益を分配しない」ということ。

【地域福祉5,000ネット推進事業】p5
平成１１年度から島根県において実施されている事業。福祉のまちづくりを推進するため社会
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福祉協議会が中心となり、住民が主体的に地域福祉活動を行うネットワークを県内全域に形成
することを目的としている。

【ケアマネジメント】p5
利用者の意向や生活全般にわたるニーズと公私にわたる様々な社会資源の間に立って、複

数のサービスを適切に結びつける調整を行い、総合的、継続的なサービスの供給を確保するこ
と。

【ソーシャルワーク】p5
社会福祉援助実践で活用される、①相談援助、②連絡・調整、③運営管理、④プランニングな

どの専門的援助技術の総称。社会的支援を要する人に直接面接し、調査を行い、本人がその
独立心を損なうことなく自立した社会生活が営めるよう、種々の社会福祉制度や社会資源を用
いて、必要な指導及び措置を行う専門的な実践・援助活動のこと。

【コミュニティビジネス】p5
地域住民が事業体を組織して、地域の環境と資源（人、金、モノなど）を活用し、地域の課題

解決や生活の質の向上など、地域社会の再生・発展を目指して行われる事業のこと。

【ふれあい・いきいきサロン】p7
高齢者や障害のある人など、閉じこもりやすい人たちが気楽に集まり、楽しく過ごせる場所と

内容を身近な地域に自分達でつくっていく活動。公民館、集会所、個人の家などを利用し、参加
者がスタッフ（ボランティア、地域住民等）と一緒にお茶や食事をとりながら、レクリエーション、ゲ
ーム、健康体操、カラオケ、おしゃべりなどを自由に楽しむ活動。

【ワークショップ】p11
参加者が互いの考えや立場を学び合いながら、ある課題について意見やアイデアを出し、共

同作業を通じて合意を形成しながら、まとめあげる会議のこと。

【パブリックコメント】p11
行政機関が政策の立案等を行う際に素案を公表し、この案に対し広く住民・事業者等が意見

・情報を提出する機会を設け、行政機関は、提出された意見等を考慮して意思決定を行う制度。


